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(54)【発明の名称】 反射型液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  明るく、かつ表示ボケや二重写りのなどがな
い、高品位な表示が可能な薄型、軽量かつ耐衝撃性に優
れた反射型液晶表示装置において、反射型液晶表示装置
を提供する。
【解決手段】  反射型液晶表示装置２０を構成する第２
の絶縁性樹脂基板７の厚さを０．４ｍｍ以下をすること
で、拡散層１１のヘイズ値を７０以上と大きくした場合
についても表示ボケなどの問題が発生しない。また、第
２の絶縁性樹脂基板７上に能動素子である薄膜二端子素
子１４を搭載することによりアクティブマトリックス駆
動による表示が可能となり、従来の樹脂基板を用いたＳ
ＴＮ駆動方式では実現できない高品位な表示を実現す
る。また、絶縁性樹脂基板を用いていることから、従来
のガラス基板を用いる液晶表示装置と比較して薄型、軽
量かつ耐衝撃性に優れた液晶表示装置を製造することが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  能動素子、反射画素電極、透過画素電極
を備えた一対の基板間に挟持された液晶層と、該透過画
素電極を有する基板の液晶層とは反対側の面に拡散層を
含む光学フィルムを備えた反射型液晶表示装置におい
て、
少なくとも、透過画素電極が備えられた基板は、絶縁性
樹脂基板であることを特徴とした反射型液晶表示装置。
【請求項２】  前記透過画素電極が備えられた基板の厚
さは、０．４ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１
記載の反射型液晶表示装置。
【請求項３】  前記能動素子は、反射画素電極を有する
基板上に設けられる薄膜二端子素子であることを特徴と
する請求項１または２記載の反射型液晶表示装置。
【請求項４】  前記薄膜二端子素子を構成する電極の一
部分が前記反射型画素電極を兼ねることを特徴とした請
求項第１～３のいずれか１つに記載の反射型液晶表示装
置。
【請求項５】  前記光学フィルムの拡散層は、全光線透
過率に対する拡散透過率の比が７０％以上であることを
特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の反射型
液晶表示装置。
【請求項６】  前記反射画素電極が備えられた基板は、
絶縁性樹脂基板であることを特徴とする請求項１～５の
いずれか１つに記載の反射型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、パーソナルコンピ
ュータ、携帯情報端末、携帯電話などに好適に用いられ
る液晶表示装置に関し、より詳細には、反射型液晶表示
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、液晶ディスプレイ技術の進展と共
に、その用途範囲は急速に拡大しており、その中で市場
規模の大きさから携帯電話への用途拡大が急速に進んで
いる。そして、特に携帯電話や携帯情報端末に使用され
る表示装置としては、その製品上の特徴から、低消費電
力であり、軽くて薄い表示装置の要望が強まっている。
【０００３】その要望に答える表示装置として、反射型
液晶表示装置が期待されており、多くの表示モードやパ
ネル構造の検討が進められている。その中でも特に、フ
ルカラー表示化への可能性や、表示の明るさから、たと
えば、特開平７－８４２５２号公報で開示されているよ
うな、偏向板を１枚のみ用いて構成される反射型液晶表
示装置が有望であるとみられ、この偏向板を１枚のみ用
いる方法で、実用段階に達しているカラー表示反射型液
晶表示装置の発表も行われている。また、この方法の更
なる開発のポイントとして、紙のように明るく白い表示
に近づけることが行われており、その１つとして、光を
散乱させることができるように反射板の表面を凹凸形状
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にする方法が特許２７９３０７６号公報に開示されてい
る。しかしながら、このように反射板の表面を凹凸形状
に形成しようとすると製造の工程が複雑になることが問
題としてあげられる。
【０００４】さらに別の方法として、特開平８－２０１
８０２号公報では、反射型液晶表示装置の反射板を平坦
な鏡面の反射板とし、光が入射する側の基板の表面に、
光を散乱透過させる機能を有する光散乱板を用いる方法
が開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】前記特開平８－２０１
８０２号公報では、光散乱板を用いることによって反射
板の表面を凹凸形状にする必要がないため、製造工程も
複雑にならない。しかしながら、光が入射する側の基板
の表面に、散乱層、散乱板、散乱フィルム、拡散層、拡
散板、拡散フィルムなどの、光を散乱透過させる機能を
有する光学部材を設けた反射型液晶表示装置において
は、光を有効に活用するために光学部材による光の拡散
の度合いを強くすることにより、表示画面の明るさや視
野角特性が改善される反面、反射画素電極から反射され
た表示光が反射画素電極から離れた位置まで拡散される
ために、使用者に表示画像のボケが見えてしまうなどと
いった課題がある。
【０００６】また、従来のガラス基板と平坦な反射電極
と拡散層とを組合せて構成される一般的な反射型液晶表
示装置は、偏光板、位相差板、拡散層、ガラス基板、液
晶層および反射電極がこの順で重なり構成される。この
場合、反射電極から使用者までの間には、偏向板、位相
差板、拡散層およびガラス基板が存在し、この厚さが厚
くなることによって、視差などによる表示文字などの二
重写りが発生し表示が見づらくなるという問題点もあ
る。
【０００７】上記のような表示のボケや二重写りといっ
た現象を低減するためには、偏向板、位相差板、拡散
層、または基板の厚さを薄くする手段が考えられる。ま
ず、偏光板、位相差板、拡散層は厚さによって、その性
能が左右されることから、この厚みを変更することは困
難である。このため、基板の厚さを薄くすることを考え
ることになるが、前述のように従来液晶表示装置の基板
としてはガラス基板が多く用いられており、基板の厚み
を薄くすることによって、基板の強度が低下し、プロセ
ス工程中もしくは使用中に壊れやすくなるといった問題
点が新たに発生することとなる。このため、光を散乱透
過させる機能を有する光学部材を用いる従来の反射型液
晶表示装置では、この光学部材の拡散特性を低く設定し
て、明るさを犠牲にしながら、表示を改善することが行
われてきた。
【０００８】本発明の目的は、明るく、表示のボケや二
重写りなどがない高品位な表示が可能な薄型、軽量かつ
耐衝撃性に優れた反射型液晶表示装置を提供することで
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ある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明は、能動素子、反
射画素電極、透過画素電極を備えた一対の基板間に挟持
された液晶層と、該透過画素電極を有する基板の液晶層
とは反対側の面に拡散層を含む光学フィルムを備えた反
射型液晶表示装置において、少なくとも、透過画素電極
が備えられた基板は、絶縁性樹脂基板であることを特徴
とした反射型液晶表示装置である。
【００１０】本発明に従えば、反射型液晶表示装置を構
成する一対の基板のうち、少なくとも透過画素電極を備
える基板を絶縁性樹脂基板とすることにより、薄型およ
び軽量であり、かつ耐衝撃性に優れた携帯情報端末など
の用途に好適な反射型液晶表示装置を製造することがで
きる。
【００１１】また本発明は、前記透過画素電極が備えら
れた基板の厚さは、０．４ｍｍ以下であることを特徴と
する。
【００１２】本発明に従えば、表示光が透過する側の透
過画素電極が備えられた絶縁性樹脂基板の厚さを０．４
ｍｍ以下とすることによって、観察光を拡散光とした場
合の２重写りなどの表示のボケを改善し、高品位な表示
を提供することができる。
【００１３】また本発明は、前記能動素子は、反射画素
電極を有する基板上に設けられる薄膜二端子素子である
ことを特徴とする。
【００１４】本発明に従えば、比較的低い１５０℃以下
のプロセス温度で形成することができる薄膜二端子素子
を絶縁性基板の上に形成することによって、アクティブ
マトリックス駆動による表示が可能となり、従来のＳＴ
Ｎ（Super Twisted Nematic）方式などでは不可能であ
った高品位な表示を実現することが可能となる。
【００１５】また本発明は、前記薄膜二端子素子を構成
する電極の一部分が前記反射型画素電極を兼ねることを
特徴とする。
【００１６】本発明に従えば、薄膜二端子素子を構成す
る電極の一部分が反射画素電極を兼ねるので、装置の製
作プロセスの簡略化が図れると同時に、製作プロセス中
の熱や湿度などに対して寸法安定性に劣る樹脂基板上に
素子を形成する場合に、位置合わせを必要とする工程が
削減することにより、安定かつ安価に反射型液晶表示装
置を製造することができる。
【００１７】また本発明で、前記光学フィルムの拡散層
は、全光線透過率に対する拡散透過率の比が７０％以上
であることを特徴とする。
【００１８】本発明に従えば、光学フィルムに含まれる
拡散層は、全光線透過率に対する拡散透過率の比が７０
％以上であるので、明るい白表示を達成することができ
る。また、基板の厚さが０．４ｍｍ以下の絶縁性樹脂基
板と併せて用いることによって、表示のボケを改善する
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ことが可能となり、さらに高品位な表示を実現すること
ができる。
【００１９】また本発明は、前記反射画素電極が備えら
れた基板は、絶縁性樹脂基板であることを特徴とする。
【００２０】本発明に従えば、反射画素電極が備えられ
た基板は、絶縁性樹脂基板であるので、さらに薄型およ
び軽量であり、かつ耐衝撃性に優れた反射型液晶表示装
置を製造することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の反射型液晶表示
装置２０の実施の形態を図面に基づいて説明する。な
お、本発明は、これら実施の形態により限定されるもの
ではない。
【００２２】図１（ａ）は、本発明の実施の一形態であ
る反射型液晶表示装置２０における１画素の平面図であ
り、図１（ｂ）は、図１（ａ）の切断面線Ｉ－Ｉから見
た断面図である。
【００２３】反射型液晶表示装置２０は、素子側基板１
５とこれに対向して配置される対向側基板１６との間に
液晶層１０が挟持されて構成される。素子側基板１５
は、第１の絶縁性樹脂基板１の液晶層側表面に、第１の
絶縁膜２が形成され、この第１の絶縁膜２に積層して薄
膜二端子素子１４および反射画素電極５ｂが形成され、
これらを覆って配向膜６が形成される。
【００２４】薄膜二端子素子１４は、第１の絶縁膜２の
表面から、薄膜二端子素子１４の下部電極および配線と
なる第１の金属膜３、第２の絶縁膜４、薄膜二端子素子
１４の上部電極５ａがこの順に形成される。
【００２５】また、薄膜二端子素子の電極の一部が反射
画素電極を兼ねるように、薄膜二端子素子１４の上部電
極５ａおよび反射画素電極５ｂは一体形成される。この
ように、薄膜二端子阻止１４の上部電極５ａおよび反射
画素電極５ｂを一体形成することによって、装置の製造
プロセスの簡略化が図れると同時に、製造プロセス中の
熱や湿度などに対して寸法安定性に劣る樹脂基板上に素
子を形成する場合に、位置合わせを必要とする工程が削
減することができる。
【００２６】対向側基板１６は、第２の絶縁性樹脂基板
７の液晶層側表面に、透明画素電極８が形成され、この
透過画素電極８に積層して配向膜９が形成される。
【００２７】また、第２の絶縁性樹脂基板７の液晶層１
０とは反対側の面には、３層から成る光学フィルム１７
が貼り付けられる。第１層は光を散乱透過させる機能を
有する拡散層１１であり、第２層は位相差板としての機
能を有する位相差層１２であり、第３層は、偏光板とし
ての機能を有する偏光層１３である。第２の絶縁性樹脂
基板７、拡散層１１、位相差板１２および偏光層１３
は、この順に積層される。このように、拡散層１１、位
相差層１２および偏向層１３から成る光学フィルム１７
を第２の絶縁性樹脂基板に貼り付けることにより装置の
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製造プロセスを簡略化することができる。
【００２８】本実施形態の反射型液晶表示装置２０の製
造方法について、図２（ａ）～（ｅ）を参照して説明す
る。図２（ａ）に示すように、まず、第１の絶縁性樹脂
基板１上にバッファ層となる第１の絶縁膜（ＳｉＯ

2
膜）２と薄膜二端子素子１４の配線およびこの配線に
接続される下部電極となる第１の金属膜３をスパッタ法
により連続して成膜する。第１の絶縁性樹脂基板１とし
ては、たとえば、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、ポリエーテルエーテルケトン
（ＰＥＥＫ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）などの材料が使用可能
である。本実施形態においては、第１の絶縁性樹脂基板
１として厚さ０．４ｍｍのＰＥＳ基板を用いた。
【００２９】このときの各膜の成膜条件は、成膜時の基
板温度を１５０℃として、ＳｉＯ

2
の成膜時には、Ａｒ

／Ｏ
2
圧力を２Ｐａ、ＲＦパワーを１．７Ｗ／ｃｍ2とし

て膜厚１００ｎｍを成膜し、続いてＴａの成膜時には、
Ａｒ圧力を０．５Ｐａ、ＲＦパワーを３．４Ｗ／ｃｍ2

として膜厚１００ｎｍを成膜した。次に、このＴａ膜を
フォトリソグラフィおよびエッチングにより所定の形状
にパターニングして、第１の絶縁性樹脂基板１の所定の
位置に第１の金属膜３を形成する。
【００３０】続いて、図２（ｂ）に示すように、Ｔａ膜
から形成される第１の金属膜３の上に、第２の絶縁膜４
となる陽極酸化Ｔａ

2
Ｏ
5
膜を形成する。具体的には、陽

極酸化溶液として１％のホウ酸アンモニウム溶液を用
い、溶液温度を室温、化成電圧３５［Ｖ］として、溶液
中に第１の金属膜３が形成された第１の絶縁性樹脂基板
１を浸すことにより、第１の金属膜３の上にＴａ

2
Ｏ
5
膜

を形成する。
【００３１】この工程では、定電流電圧源を用いて、ま
ず、化成電流を３２０［ｍＡ］で一定として定電流化成
を行った後、形成する第２の絶縁膜４の膜厚に対応した
電圧値（本実施形態では３５［Ｖ］）になった時点で、
一定時間、定電圧化成を行った。なお、本実施形態での
定電流化成を行った時間は約５４分、定電圧化成を行っ
た時間は約２５分であった。このような陽極酸化プロセ
スにより、Ｔａ膜の表面から約２６［ｎｍ］が陽極酸化
され、膜厚約６０［ｎｍ］の陽極酸化Ｔａ

2
Ｏ
5
膜が形成

される。また、第２の絶縁膜４は非線形抵抗特性を有
し、薄膜二端子素子１４の一部を形成する。
【００３２】続いて、図２（ｃ）に示すように、第１の
絶縁性樹脂基板１上に、第１の絶縁膜４および２の上に
薄膜二端子素子の上部電極５ａおよび反射画素電極５ｂ
としての機能を有する第２の金属膜５を形成する。第２
の金属膜５としては、従来の薄膜二端子素子１４の上部
電極５ａとしての機能のほかに、反射画素電極５ｂとし
ての機能を持たせるために、反射率の良好な金属を用い
る必要がある。これら条件を満たす金属材料としては、

6
たとえば、アルミニウム（Ａｌ）や銀（Ａｇ）などが挙
げられる。本実施形態においては、スパッタ法により、
アルミニウム膜を膜厚３００［ｎｍ］に形成して、第２
の金属膜５を形成した。この際の成膜条件は、成膜時の
基板温度は１００℃、Ａｒ圧力は１Ｐａ、ＲＦパワーは
２．８Ｗ／ｃｍ2とした。次に、このＡｌ膜をフォトリ
ソグラフィおよびエッチングにより所定の形状にパター
ニングし、第１の絶縁基板基板１の上の所定の位置に、
上部電極５ａおよび反射画素電極５ｂを形成する。
【００３３】続いて、図２（ｄ）に示すように、第１の
絶縁性樹脂基板１の前記（ａ）～（ｃ）の工程で形成し
た膜側の全面を覆うようにポリイミド膜をスピンコート
法により膜厚８００［Å］にて成膜し、１５０℃で２時
間の焼成を行って配向膜６を形成する。以上のようにし
て、図１（ａ）および（ｂ）に示すような第１の絶縁性
樹脂基板１の上に薄膜二端子素子１４および反射画素電
極５ｂが形成される素子側基板１５の作製が完了する。
【００３４】次に、図２（ｅ）に示すように、対向側基
板１６として厚さ０．４ｍｍのＰＥＳ基板から成る透明
な第２の絶縁性樹脂基板７を用い、この第２の絶縁性樹
脂基板７の一方側表面の全面にＩＴＯ（インジウム錫酸
化物）膜をスパッタ法により膜厚１５００［Å］に成膜
する。その後、フォトリソグラフィおよびエッチングに
より所望の形状にパターニングして、透過画素電極８を
形成する。
【００３５】続いて、対向側基板７の一方側の全面を覆
うようにポリイミド膜をスピンコート法により膜厚８０
０［Å］で成膜し、１５０℃で２時間の焼成を行って配
向膜９を形成する。このようにして、対向側基板１６の
作製が完了する。
【００３６】次に、図２（ｆ）に示すように、上記のよ
うにして作製した厚さ０．４ｍｍのＰＥＳ基板から成る
素子側基板１５および対向側基板１６の配向膜６および
９に液晶層１０を配向させるためのラビング処理を行
う。その後、これら素子側基板１５および対向側基板１
６上に貼合わせのためのシール材料（図示せず）を印刷
し、スペーサ散布（図示せず）を行ってそれぞれの素子
側基板１５と対向側基板１６とを貼合わせる。続いて液
晶材料を、貼合わせた基板間に注入することにより、液
晶層１０を形成する。
【００３７】続いて、透過画素電極８を有する第２の絶
縁性樹脂基板７の液晶層とは反対側の表面に、拡散層１
１、位相差層１２、偏光層１３から成る光学フィルム１
７を貼付けて、本実施形態の反射型液晶表示装置２０の
作製が完了する。前記光学フィルム１７を構成する拡散
層１１、位相差層１２、偏向層１３は、本実施形態で
は、第２の絶縁性樹脂基板７の液晶層１０とは反対側の
表面に、この順で積層されるが、位相差層１２、拡散層
１１、偏向層１３の順で積層されてもよい。
【００３８】表１に、上記実施形態の反射型液晶表示装
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置２０の透過画素電極８を有する基板である第２の絶縁
性樹脂基板７の厚さを仮に、１．１～０．２ｍｍまで変
化させ、また、第２の絶縁性樹脂基板７の厚さに対する
光学フィルム１７を構成する拡散層１１の全光線透過率*

8
*と拡散透過率の比を仮に、４０～９０％まで変化させた
場合の、表示画像の主観評価の結果を示す。
【００３９】
【表１】

【００４０】ここで用いる全光線透過率と拡散透過率の
比は、一般的にはヘイズ値という名称で扱われている。
ヘイズ値とは、ＪＩＳＫ７１０５に準じた測定により求
められる値であり、具体的には、
ヘイズ値［％］＝（拡散光線透過率［％］÷全光線透過
率［％］）×１００
で示される。
【００４１】第２の絶縁性樹脂基板７の厚さが１．１ｍ
ｍおよび０．７ｍｍのとき、拡散層１１による拡散の度
合いを大きくすることにより、反射表示の明るさが向上
してゆくが、逆に表示画像のボケ、二重写りなどが発生
している。この場合、第２の絶縁性樹脂基板７の厚みを
０．７ｍｍ以下程度、特に拡散の度合いを示すヘイズ値
が８０％以上の場合においては、第２の絶縁性樹脂基板
７の厚さを０．４ｍｍ以下とすることにより、観察者に
は表示のボケが見られないことが確認された。
【００４２】一般的に表示のボケなどについては、観察
者の主観的な評価に頼らざるを得ないため、数値的な評
価は困難であるが、上記の試験結果より、明るい表示を
目指してヘイズ値が７０％程度の拡散層１２を利用しよ
うとした場合、観察者側の第２の絶縁性樹脂基板７の厚
みは少なくとも０．７ｍｍ以下が望ましく、さらに限定
すると０．４ｍｍ以下であることが望ましいことが確認
された。
【００４３】以上のように、本発明の実施の形態の反射
型液晶表示装置２０は、観察者側の第２の絶縁性樹脂基
板７を厚さ０．４ｍｍのＰＥＳ基板により形成し、これ
に拡散の度合いがヘイズ値で７０％以上の拡散層１１を
組合わせている。これによって、明るく、かつ二重写り
などの表示ボケがない反射型液晶表示装置２０が実現さ
れる。また、本実施形態の反射型液晶表示装置２０は、
絶縁性樹脂基板を用いているために、基板の厚さが０．
４ｍｍ程度の薄さであっても、従来のガラス基板を用い
た場合のように割れることはなく、薄型、軽量かつ耐衝
撃性に優れた反射型液晶表示装置２０を製造することが
できる。さらに、反射型液晶表示装置２０は、薄膜二端
子素子１４を用いたアクティブマトリックス駆動による
表示を行っており、これによって、従来のＳＴＮ方式の
樹脂基板ＬＣＤ（Liquid CrystalDisply）よりも高品位
な表示が可能となっている。 *

*【００４４】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、反射型液
晶表示装置を構成する一対の基板のうち、少なくとも透
過画素電極を備えられた基板を絶縁性樹脂基板とするこ
とにより、薄型および軽量であり、かつ耐衝撃性に優れ
た携帯情報端末などの用途に好適な反射型液晶表示装置
を製造することができる。
【００４５】また本発明によれば、表示光が透過する側
の透過画素電極が備えられた絶縁性樹脂基板の厚さを
０．４ｍｍ以下とすることによって、観察光を拡散光と
した場合の２重写りなどの表示のボケを改善し、またこ
の絶縁性樹脂基板上に貼付けられる拡散層の拡散度合い
が大きい場合にも高品位な表示を提供することができ
る。
【００４６】また本発明によれば、１５０℃以下のプロ
セス温度で作製が可能な薄膜二端子素子を絶縁性樹脂基
板上に備えることによって、アクティブマトリックス駆
動による表示が可能となり、従来のＳＴＮ方式などでは
不可能であった高品位な表示を実現することが可能とな
る。
【００４７】また本発明によれば、薄膜二端子素子を構
成する電極の一部分が反射画素電極を兼ねるので、装置
の製作プロセスの簡略化が図れると同時に、製作プロセ
ス中の熱や湿度などに対して寸法安定性に劣る樹脂基板
上に素子を形成する場合に、位置合わせを必要とする工
程が削減することにより、安定かつ安価に反射型液晶表
示装置を製造することができる。
【００４８】また本発明によれば、光学フィルムに含ま
れる拡散層は、全光線透過率に対する拡散透過率の比が
７０％以上であるので、明るい白表示を達成することが
できる。また、基板の厚さが０．４ｍｍ以下の絶縁性樹
脂基板と併せて用いることによって、表示のボケを改善
することが可能となり、さらに高品位な表示を実現する
ことができる。
【００４９】また本発明によれば、反射画素電極が備え
られた基板は、絶縁性樹脂基板であるので、さらに薄型
および軽量であり、かつ耐衝撃性に優れた反射型液晶表
示装置を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、本発明の実施の一形態の反射型液晶
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表示装置２０における１画素の平面図であり、（ｂ）は
（ａ）の切断面線Ｉ－Ｉから見た切断面図である。
【図２】（ａ）～（ｆ）は、図１の反射型液晶表示装置
２０の製造工程を説明するための要部断面図である。
【符号の説明】
１  第１の絶縁性樹脂基板
７  第２の絶縁性樹脂基板 *
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*２  第１の絶縁層
４  第２の絶縁層
３  第１の金属膜
５  第２の金属膜
５ｂ  反射画素電極
６，９  配向膜
８  透過画素電極

【図１】 【図２】
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